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理
に
関
す
る
質
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に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
照
屋
寛
徳
君
提
出
一
・
二
八
沖
縄
「
建
白
書
」
の
管
理
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
の
�
か
ら
�
ま
で
及
び
二
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
建
白
書
」
に
つ
い
て
は
、
防
衛
省
行
政
文
書
管
理
規
則
（
平
成
二
十
三
年
防
衛
省
訓
令
第
十
五
号
）
に
基
づ

き
文
書
管
理
者
に
指
定
さ
れ
た
防
衛
省
防
衛
政
策
局
日
米
防
衛
協
力
課
長
に
お
い
て
、
そ
の
保
存
期
間
が
満
了
す
る
本
年
三

月
三
十
一
日
ま
で
に
、
保
存
期
間
及
び
保
存
期
間
の
満
了
す
る
日
を
延
長
す
る
の
か
、
又
は
こ
れ
ら
を
延
長
せ
ず
に
公
文
書

等
の
管
理
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
六
十
六
号
。
以
下
「
公
文
書
管
理
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
六
項
に

規
定
す
る
歴
史
公
文
書
等
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
国
立
公
文
書
館
等
に
移
管
す
る
の
か
、
若
し

く
は
廃
棄
す
る
の
か
に
つ
い
て
判
断
す
る
こ
と
と
な
る
。

一
の
�
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
歴
史
公
文
書
等
」
及
び
「
国
立
公
文
書
館
等
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
公
文
書
管

理
法
第
二
条
第
六
項
及
び
第
三
項
に
規
定
さ
れ
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
。


